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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２８年２月４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２６年８月２０日 １５時３０分ごろ 

発生場所 阪神港尼崎西宮芦屋区の甲子園浜沖 

 大関
おおぜき

酒造
しゅぞう

今津
い ま づ

灯台から真方位１５９°８３０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°４２.８′ 東経１３５°２１.０′） 

事故の概要  水上オートバイMiyabi
ミ ヤ ビ

 Express
エクスプレス

は、南西進中、また、水上オートバ

イ F X
エフエックス

140 は、北西進中、両船が衝突した。 

 Miyabi Express は、船長及び知人１人が負傷し、左舷中央部に亀

裂が生じ、また、FX140 は、右舷船首部に亀裂を生じた。 

事故調査の経過  平成２６年８月２１日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 水上オートバイ Miyabi Express、０.２トン 

   ２６０－４６０１１大阪、個人所有 

   ２.９３ｍ（Lr）×１.１６ｍ×０.４４ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、１４４.１５kＷ、平成２０年８月 

Ｂ 水上オートバイ FX140、０.２トン 

   ２５０－４８９０３兵庫、株式会社トーカン 

   ２.８９ｍ（Lr）×１.１０ｍ×０.４６ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、９５.６０kＷ、平成１４年６月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ３３歳 

   特殊小型船舶操縦士 

    免許登録日  平成２５年８月１９日 

    免許証交付日 平成２５年８月１９日 

           （平成３０年８月１８日まで有効） 

  同乗者Ａ１ 女性 ５歳 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ３２歳 

   特殊小型船舶操縦士 

    免許登録日  平成２６年８月１４日 

    免許証交付日 平成２６年８月１４日 

           （平成３１年８月１３日まで有効） 

 死傷者等 Ａ 重傷 ２人（船長Ａ及び同乗者Ａ１） 
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Ｂ なし 

 損傷 Ａ 左舷中央部にペイント剝離を伴う亀裂 

Ｂ 右舷船首部にペイント剝離を伴う亀裂 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西南西、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、知人（以下「同乗者」とい

う。）２人のうち、同乗者Ａ１を後部座席に、同乗者Ａ２を前部座席に

それぞれ乗せ、兵庫県西宮市兵庫県立甲子園浜海浜公園の沖地区の砂

浜（以下「本件砂浜」という。）を発進し、本件砂浜沖で遊走した。 

 船長Ａは、約１０分間遊走を行った後、本件砂浜に戻ることとし、

周囲を見た後、約３０km/h の速力で南西進中、平成２６年８月２０

日１５時３０分ごろ、Ａ船の左舷中央部とＢ船の右舷船首部とが衝突

した。 

 船長Ａ、同乗者Ａ１及び同乗者Ａ２は、衝突の衝撃で海上に投げ出さ

れた。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、本件砂浜沖を北西進中、Ｂ船と

Ａ船とが衝突した。 

 船長Ａ、同乗者Ａ１及び同乗者Ａ２は、Ｂ船及び救助に駆けつけた他

の水上オートバイにより本件砂浜に運ばれた。 

 Ａ船所有者は、Ａ船を保管しているマリーナに救助を依頼した。 

 船長Ａ及び同乗者Ａ１は、Ｂ船及びマリーナ所有の水上オートバイ

によりマリーナの桟橋に運ばれた後、救急車で病院に搬送され、船長

Ａは骨盤骨折、同乗者Ａ１は、左脛
けい

骨骨折等とそれぞれ診断された。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項  船長Ａは、知人等約１５人で本件砂浜に来ており、本事故当日０９

時ごろから本件砂浜沖で遊んでいた。 

 船長Ａは、小型船舶操縦士の免許取得後、水上オートバイを操縦す

るのが本事故当日が初めてであり、Ａ船を１人で操縦する前にＡ船所

有者と共に練習を行った。 

 船長Ａは、本事故当時、本件砂浜沖に他の水上オートバイはあまり

多くなく、ウィンドサーフィンが多く出ており、その動きが気になっ

ており、Ｂ船には気付いていなかった。 

 船長Ａは、本事故前に何組か連続で乗せて遊走していたので、少し

疲れを感じており、休憩したいという気持ちがあった。 

 船長Ａ、同乗者Ａ１、同乗者Ａ２及び船長Ｂは、救命胴衣を着用して

いた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 

Ａ あり、Ｂ 不明 

Ａ なし、Ｂ 不明 

Ａ なし、Ｂ 不明 
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 判明した事項の解析  Ａ船は、本件砂浜沖を南西進中、船長Ａが、接近する他船はいない

ものと思い、ウィンドサーフィンの動きが気になり、周囲の見張りを

適切に行っていなかったことから、左舷方から接近するＢ船に気付か

ずに航行し、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、船長Ｂから情報が得られなかったため、衝突に至った状況

を明らかにすることはできなかった。 

原因  本事故は、本件砂浜沖において、Ａ船が南西進中、Ｂ船が北西進

中、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・常時適切な見張りを行うこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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